




③企業、団体等のさまざまな主体と連携して「結婚・妊娠・子育てなどの希望がかない、すべての子

どもが豊かに育つことができる三重」をめざし、「みえ次世代育成応援ネットワーク」の活動を進

めるとともに、地域全体で子育て家庭を応援する「子育て家庭応援クーポン」に取り組んでいます。

今後も企業や団体等と連携し、子育て支援をはじめとするさまざまな活動を進めていく必要があり

ます。 

 ④三重県子ども条例の基本理念の一つである「子どもを権利の主体として尊重すること」をふまえ、

子どもからの相談を受け付ける「こどもほっとダイヤル」に取り組むとともに、子どもの意見を聞

き、県の施策等へ反映することを目的とした「キッズモニター」によるアンケート調査を実施して

います。今後も子ども条例の普及啓発を行い、関係機関と連携して子どもからの相談電話に対応す

るとともに、子どもの意見を聞く機会を設けていく必要があります。 

 ⑤有害情報の氾濫やインターネット上でのトラブルの増加をふまえ、三重県青少年健全育成条例に基

づき、立入調査や青少年の使用する携帯電話のフィルタリングサービス利用率の向上に取り組んで

います。今後も関係機関と連携し、子どもの健全な成長を阻害するおそれのある有害環境から社会

全体で子どもを保護し、健全な育成を図る必要があります。 

⑥「三重県子ども・若者支援地域協議会」において、社会生活を営む上で困難を有する子ども・若者

やその家族に対する支援の充実に向けて、関係機関と連携して情報共有を進めています。今後も関

係機関と連携し、各市町における協議会の設置などを検討していく必要があります。 

⑦小中学生を対象とした赤ちゃんふれあい体験事業や中学校に対する命の教育セミナーを実施して

います。引き続き、小中学生が家庭生活や家族の大切さ、妊娠・出産や性に関する医学的に正しい

知識を習得できるよう、ライフプラン教育に取り組む市町を支援するとともに、思春期ライフプラ

ンウェブコンテンツのＰＲに取り組む必要があります。 

⑧子どもたちが妊娠・出産や性に関する医学的に正しい知識を習得し、自らのライフプランを考えら

れるよう、関係団体等の協力を得て、各学校が開催する講演会等の取組を支援し、情報共有する必

要があります。 

⑨大学生や若い世代では、妊娠・出産や性に関する正しい知識等を習得する機会が少ないことから、

大学や企業、医療関係機関等と連携し、家族の大切さや、妊娠・出産、性に関する知識を習得する

機会を設けています。今後も企業等と連携して、大学生や若い世代が自らのライフプランを考える

基盤ができるよう、普及啓発を進める必要があります。 

⑩県民アンケートによると、「父親も母親と育児を分担して、積極的に参加すべき」と考える人の割

合は、20 歳代、30 歳代では過半数を超えるようになったものの、依然として子育て期の男性の多

くが長時間労働をし、家事・育児への参加時間が短いという調査結果があることから、男性の育児

参画を推進するため、「みえの育児男子プロジェクト」に取り組んでいます。引き続き、職場や地

域社会の中で、男性の育児参画が大切であるという考え方を普及啓発していく必要があります。 

また、今後、男性の育児参画の普及啓発には、企業の関わりが一層重要となってくることから、企

業等におけるイクボスの推進や、男性の育児休暇取得を促進することが必要となっています。 

  

 

 

 

 

 

 







 

 

⑦ライフプラン教育の推進にかかる事業 

【基本事業名：22201 道徳教育の推進】【基本事業名：22103 キャリア教育の推進】 

予算額：(29) ７６２千円 → (30) ７２６千円 

事業概要：高校生が将来を見据えたキャリアプランニングができるよう、ライフプランや結婚、子

育てをテーマとした講演会や保育実習を推進します。また、公立幼稚園、小中学校の教

員等を対象に講演会を開催し、各学校への取組の普及・啓発を図ります。 
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